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令和７年度 川間台自治会・自主防災会役員会 

 

日 時：令和 7 年５月１１日（日曜日） 14:30～16:30 

出席者：会長、吉田・田中（朋）（総務）、田中・栗原（文化）、水野・馬場・安

保（防犯）、佐藤（環境衛生）、尾内・田口（福祉厚生）、松野・須田（自

主防災）、江里（記録）   以上 

１ 連絡・報告 

① 5.18 予定の美化活動（U 字溝清掃）について 

② 防犯カメラについて 

③ 防犯組合川間支部総会 

④ 街頭消火器について 

 

２ 協議 

① パイプ椅子の購入について 

② ごみ集積所ネット支給について 

③ 副会長の選出 

④ ごみ集積所利用料徴収対応について 

⑤ 秋祭り開催日について 

 

連絡・報告 

次の①～⑤までの件について、会長と担当チームより連絡・報告があった。 

① 5.18 予定の美化活動（U 字溝清掃）について 

（環境美化チーム・佐藤役員） 

・土嚢袋、他ごみ袋の在庫を確認し早目に整備する。参加者で小学生以上は記名

していただきたいので、呼びかけて欲しい。 

（会長） 

・刈り払い機の使用希望者との連絡を取りたいのでお願いします。 

➁ 防犯カメラについて（会長） 

  ・設置が予定より遅れているが、確認したところ Jcom 社内の人事異動等のためも

う少し待って欲しいとのことであった。 

③ 防犯組合川間支部総会への参加について（会長） 

・防犯チームから 2 名の参加者を出して欲しい。 

④ 街頭消火器について（防犯チーム） 

・現在、自治会内の街頭に設置の消化器は 27 台あるが、今回、2 班内に設置の街頭
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消火器 1 台を、これまで設置個所の工事のため班内移動することになったので周

知願いたい。 

・（質問）できれば他の消化器との距離的なバランスを取って移動した方が良いと

思うが如何か。 

・（回答）できればそうしたいが、設置について当該場所の所有者の承諾が必要な

ので、必ずしもそうできないのが現状。なお、自治会内の街頭消火器は全て次年

度中身の交換年となっていることも、周知願いたい。（自主防災会） 

 

協 議 

次の①～⑥について、協議を行った。 

① パイプ椅子の購入について 

（会長より） 

 ・総会の席上で、会員より、参加者の高齢化につれて座布団よりもパイプ椅子の利

用者が増えてきているので、もっとパイプ椅子を増やして欲しいという要望が出さ

れた。予算化はしていなかったが、防災会の予備費から捻出してテーブルとパイプ

椅子を 10 脚ずつ購入しては如何か。 

（意見１） 

 ・総会ではテーブルの要望はなかった。また、予備費から捻出するには高価すぎる

のではないか。 

（意見２） 

 ・確かにテーブルの要望はなかったと思うが、かなり傷んでいるので別途、コミュ

ニテイ助成事業（宝くじ）に購入しては如何か？ 

 （意見３） 

 ・テーブルの天板交換だけなら割と安価で修復可能である。この方法も一考したら

如何か？ 

 （会長） 

 ・では、テーブル購入については、今の意見（意見２、３）を考えながら今後検討

し、今回は防災会予備費でパイプ椅子を 10 脚購入することで如何か。 

 ➡ 一同、異議なし。 

  

➁ ごみ集積所ネット支給について（連絡・報告） 

   （会長） 

 ・ごみ集積所のネットの支給について、市では、公道を利用したごみ集積所へのネ

ットの支給はできないとのことであった。以前支給した線路際ごみ集積所のネッ
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トは、ミスであったとのこと。よって、今後は、それらのごみ集積所のネットは

自治会で購入ことにする。但し、防火水槽上に設置しているそれ以外の 2 か所（7

班と 5 班区域）のごみ集積所のネットは、無償支給することで承認を得た。よっ

て、今後は、それぞれの管理責任者が直接市役所に申請して受給することとした

い。なお、わからない場合は、会長まで問い合わせて欲しい。 

③ 副会長の選出 

（会長） 

・4 月の総会において、役員体制について参加会員より、規約では副会長は置くこと

になっているにも拘らず現在は不在であるとの指摘があった。このことについて、

まず副会長の必要・不要について意見を伺いたい。 

（意見１） 

・どこの組織でも、会長の下には副会長がつきものであって必要と思うが如何か。 

（会長） 

・一同から賛同があったがどう決めるか、ご意見を。 

（意見２） 

・総務の仕事内容にその実質的な役目を負うことが記載されているので、総務に兼

務してもらうのは如何か。 

（総務） 

・実際にそのような仕事を負うことになっているので、わざわざ副会長を設置する

必要はないと思う。 

（意見３） 

・もし総務が、「副会長」という名称が次期会長を連想させることを心配するのであ

れば、そういうことはないという前提で引き受けてもらうことはできないか。 

（意見４） 

・しかし、実際に次期会長を連想しての意見でもある。 

（会長） 

・では、一人では回答もしにくいと思うので、現在の総務二人に副会長を兼務して

もらい、次期会長と切り離して考えるというのは如何か。 

（総務 2 人） 

・お任せします。 

（会長） 

・万一、会長が任期半ばで執務不能になった場合は、臨時総会で新会長を決議する

か、それとも会長職の任期満了までは副会長が代行することになるか、それは、そ

の時の任期の残り期間等、その時点の状況で副会長が役員会で判断することとし
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たい。 

➡ 異議なし 

  

⑤ ごみ集積所利用料徴収対応について 

（会長） 

・先回の役員会で、自治会員以外の住民がごみ集積所の当番も拒否して、さらに管

理維持費を払わないと主張する案件について共有したが、今年度の集金には応じ

たとのことなので報告します。今回は丸く収まったが、今後の同様のケース対応

について意見交換をしたい。 

（意見１） 

 ・福井県のこれに関係する新たな裁判事例を見つけたが、それによると、地裁判決

でごみ集積所を無償で利用しようとする住民に 1 万５千円の支払いを命じてい

る。理由は、集積所の物的なメンテナンス、管理する住人の人件費としての対価、

全世帯数等々からこの金額が算出されたとのことであった。われわれも、どうど

うと管理維持費を要求しても良いことがわかった。 

（意見２） 

  ・しかし、当番をやると申請しながら、当番業務をやらない人も見受けられる。 

    この一連の問題は、今後も環境衛生チームを中心に継続検討していきたい。 

 

⑥  秋祭り開催日について 

（会長） 

・今年度の秋祭り日程について、大型スピーカーのレンタルの関係で早めに決

める必要がある。昨年度は１０月の第一日曜日だったが、役員会に充てたい。

第三日曜は、野田市の産業祭、第四日曜日は川間地区連合のウオ―キング大会

が「計画されている。開いているのは第二日曜の 10/12 だが如何か。 

➡ 異議なし 

                            以上 

 

 


